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憲
法
第
九
条
第
二
項
の
戦
力
と
自
衛
隊
の
戦
力
に
関
す
る
質
問
主
意
書

憲
法
第
九
条
第
二
項
は
、
「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交

戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。
」
と
あ
る
が
、
憲
法
第
九
条
第
二
項
に
あ
る
戦
力
と
自
衛
隊
の
戦
力
の
違
い
に
つ
い
て
政
府
の

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


